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令
和
元
年
十
月
二
十
五
日

第

四

十

九

号

増

刊

①

　
　
　
　

条
　
　
　
例
（
第
二
十
号
）

○
観
光
王
国
九
州
と
と
も
に
輝
く
福
岡
県
観
光
振
興
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条�

　

例�

（
議
会
事
務
局
調
査
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　

正
　
　
　
誤

○�

福
岡
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規�

則
（
令
和
元
年
福
岡
県
規
則
第
十
五
号
）
中
正
誤�

…
…
…
…
…
一

◇
観
光
王
国
九
州
と
と
も
に
輝
く
福
岡
県
観
光
振
興
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
議
会
事
務
局
調
査
課
）

１�　

福
岡
県
宿
泊
税
基
金
条
例
に
規
定
す
る
交
付
金
に
よ
り
市
町
村
が
実
施
し
よ
う
と
す
る
事
業
に
関

す
る
支
援
に
つ
い
て
定
め
る
ほ
か
、
民
泊
の
普
及
及
び
関
係
法
令
の
整
備
に
伴
い
、
関
係
行
政
機
関

等
が
情
報
及
び
課
題
を
共
有
し
、
必
要
な
措
置
等
に
つ
い
て
協
議
・
検
討
を
行
う
場
を
設
け
る
こ
と

と
し
た
。

２�　

こ
の
条
例
は
、
福
岡
県
宿
泊
税
基
金
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、

第
十
三
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

観
光
王
国
九
州
と
と
も
に
輝
く
福
岡
県
観
光
振
興
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
号

　
　
　

観
光
王
国
九
州
と
と
も
に
輝
く
福
岡
県
観
光
振
興
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

観
光
王
国
九
州
と
と
も
に
輝
く
福
岡
県
観
光
振
興
条
例
（
平
成
二
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
観
光
振
興
財
源
の
活
用
）

第�

十
二
条　

知
事
は
、
観
光
振
興
に
関
す
る
施
策
を
安
定
的
か
つ
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
、
福
岡
県

宿
泊
税
基
金
条
例
（
令
和　

年
福
岡
県
条
例
第　

号
）
に
規
定
す
る
交
付
金
に
よ
り
実
施
し
よ
う
と

す
る
事
業
に
関
し
、
市
町
村
の
求
め
に
応
じ
、
情
報
の
提
供
、
専
門
的
又
は
技
術
的
な
助
言
そ
の
他

の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２�　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
特
定
広
域

観
光
振
興
法
人
そ
の
他
の
観
光
振
興
団
体
及
び
観
光
事
業
者
と
連
携
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
民
泊
に
関
す
る
協
議
の
場
の
設
置
）

第�

十
三
条　

知
事
は
、
我
が
国
で
民
泊
が
事
実
上
果
た
し
て
い
る
機
能
又
は
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
及

び
民
泊
の
普
及
に
伴
う
住
民
生
活
環
境
等
へ
の
影
響
並
び
に
住
宅
宿
泊
事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法

律
第
六
十
五
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
令
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
県
の
関
係
部
局
、
国
の
関
係
行
政
機
関

、
市
町
村
及
び
観
光
事
業
者
等
が
情
報
及
び
課
題
を
共
有
し
、
又
は
必
要
な
措
置
及
び
施
策
等
に
つ

い
て
協
議
し
、
若
し
く
は
検
討
す
る
た
め
の
場
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
福
岡
県
宿
泊
税
基
金
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の
改

正
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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